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の論点等について

省内事業仕分け室作成資料



主要な論点

1 当該法人に対しては、国民健康保険、高齢者医療、介
護保険、障害者自立支援給付に係る審査支払などの事業
に対する国庫補助が行われているが、これは必要なもの
か。費用は妥当な水準にあるか志適切な効果をあげてい
るか6

(参考)

【主な対象事業等】

①レセプト審査体制の向上の推進に関する事業

②退職被保険者の適用適正化対策の推進に関する事業

③医療費適正化に関する事業

④国保事業の効率化に関する事業

⑤医療費情報総合管理分析システムに関する事業

⑥介護保険制度における介護報酬の審査支払等に関する事業 (5.7億円) 補助

⑦後期高齢者医療制度の円滑な運営に関する事業    (lo.1億 円)補助

③給付費支払システムに関する事業脩発自立支お融関コ   (10.1億円)補助

※いずれも平成22年度予算べ―ス

2 国保中央会が行う事業は、1原則として、国保連合会の
会費及び分担金に加え、国庫補助を行うことで賄われて
いる。各国保連合会が負担する会費や分担金の水準は、
どのように定められているのか。適切な水準となってい
るのか。

3 国保中央会においては、各国保連が使用する様々なシ
ステムについて、標準的なシステムの開発・維持管理を
行つているが、それぞれの契約に際しては、公正な業者
選定、適切な契約額の設定など、契約の適正化が十分図
られているか。

(参考)

 `  システム開発口維持管理に関する経費 (平成 22年度予算)  ラ2億円

(次ページに続 く)

(6.5億円) 補助

(1.6億円)補 助

(4.6億円)補 助

(2.1億円)ネ甫助

(0.1億円)委 託
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≪共通事項 (全法人)≫

○ 当該法人の事務・事業に対する委託費等の国からの財政支出が適正な額

であるか。事務・事業の実施に当たって冗費 (ムダ)はないか。

(参考)

国からの補助金合計    約40.

委託費交付総額   約0.

【主な対象事業等】

①レセプト審査体制の向上の推進に関する事業 (6.5億円)補 助

②退職被保険者の適用適正化対策の推進に関する事業   (1.6億円) 補助

③医療費適正化に関する事業

④国保事業の効率化に関する事業

⑤医療費情報総合管理分析システムに関する事業

C介護保険制度における介護報酬の審査支払等に関する事業 (5.7億円) 補助

⑦後期高齢者医療制度の円滑な運営に関する事業    `(10.1億円)補 助

③給付費支払システムに関する事業際 者自J硼畔硼    (10.1億 円)補 助

※いずれも平成22年度予算べ―ス

○ 当該法人の組織は、当該法人の事務・事業を実施するために適切かつ効

率的な体制であるか。また、管理部門の体制は過大となつていないか。

(参考)

平成20年度ラスパイレス指数 100.8

常勤役員に占める国家公務員出身者 :2/5
職員数に占める国家公務員出身者 :3/89
管理部門の職員数 (割合)    :12人 (134%)※平成22年 4月 1日現在

7億円 (7事業計)

1億円 (1事業計)

(4.6億円)補 助

(2.1億円)補 助

(0.1億円) 委託

(次ぺ丁ジに続く)
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○ 不必要な余剰資産などを抱えていないか。内部留保、積立金が過剰で

は な い か 。

(参考 1) (単位 :億円)

現預金

(流動資産)

有価証券
固定資産

(土地・建物等)

:積立金 ロ

引当金等
その他 計

2, 179 50 214 48 な し 2,491

内部留保率 :1.4%                    ※平成20年度

(参考 2)
・現預金 21 179億 円

①l, 862億円 (70歳から74歳の者の自己負担額 (1割分)を国に代わり

医療機関等へ支払うための基金、
｀
平成 27年 3月 時点の残額

、は全て国庫に返還 )

②205億円 (平成21年 3月診療分にかかる全国決済相殺額の未払金)

③98億円 (システム開発経費等の未払金)

④14億自 (次期繰越額)

口有価証券 50億円

国保特別対策基金 (全額を平成21年度に売却し、平成22年度中に国庫返納予定)

・固定資産 214億円

① 2+億円 (事務所の敷金)

②212億円 (各種システムの開発口改修費用)

・積立金・引当金等 48億円

①3.5億円 (退職積立金)

②44.5億円 (各種システムにおける改修に備えた積立金)

3

(次ページに続く)
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≪国保中央会の各事業に共通する事項≫          |
○ 国保中央会が行う事業は、原則として、国保連合会の会費及び分担金に
'加

え、国庫補助を行うことで賄われている。各国保連合会が負担する会費

や分担金の水準は、どのように定められているのか。適切な水準となって

いるのか。

○ 国保中央会においては、各国保連が使用する様々なシステムについて、

標準的なシステムの開発・維持管理を行つているが、それぞれの契約に際

しては、公正な業者選定、適切な契約額の設定など、契約の適正化が十分

図られているか。

(参考 )

システム開発・維持管理に関する経費 (平成 22年度予算)  72億 円

≪国民健康保険関係事業≫

○ 当該法人に対しては、国民健康保険制度に関連し、レセプト電算処理シ

ステムの開発・維持等の国保連合会の共同事務処理や共同事業に対し、国

庫補助が行われているが、これらは必要なものか。費用は妥当な水準にあ

るか6適切な効果をあげているか。

また、上記補助金の中には、全国国民健康保険診療施設協議会等の他団

体への間接補助が含まれるが、当該法人を通じた間接補助を行う必要があ

るのか。

(参考)

、レセプト審査体制の向上の推進に関する事業     (6.5億 円)

退職被保険者の適用適正化対策の推進に関する事業  (1.6億円)

医療費適正化に関する事業           ´ (4.6億円)

国保事業の効率化に関する事業           (2.1億 円)

○ 国民健康保険の審査支払に関し、通常のレセプトの審査は、各都道府県

で設立された国保連合会が行い、超高額レセプトの特別審査については、

国民健康保険法に基づき、厚生労働大臣から指定を受けた当該法人が実施

(次ページに続く)
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しているが、これは必要なものか。費用は妥当な水準にあるか。他の主体

(例 :各国保連合会)が実施する場合に比して効率的に行われているか。

(参考)国民健康保険法第45条第6項 (抜粋)

6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定及び健康保険法第76条第5項の規定による委託

を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請

求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であらて、審査に関する組織その

他の事項につき厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正かつ確実に実施するこ

｀
とができると認められるものとして厚生労働大臣が指定するものに委託することができる。

○ 支払基金と各都道府県で設立された国保連合会がそれぞれ審査支払業務

を行っているが、審査の方法や体制は同様であることから、統合も含めて

組織の在 り方をどう考えるのか。

○ 各国保連合会間の査定率の差異の解消や、レセプトの電子化を踏まえた

審査内容の充実など、審査の質の充実に国保中央会としてどのように取り

組んでいるのか。

(参考)

査定率の差異 (平成22年 2月審査分)

][言量 :::::説I為 5.5:イ音

≪介護保険関係事業≫

○ 当該法人に対しては、介護保険制度に関し、i)介護保険審査支払等シ
ステムの運用、ii)都道府県、保険者が実施する介護給付適正化への支援

等を行うために国庫補助が行われているが、これらは必要なものか。費用

は妥当な水準にあるか。適切な効果をあげているか。

(参考 )

介護保険+1度における介護報酬の審査支払等に関する事業 (5.フ 億円)補 助

≪高齢者医療関係事業≫

○ 当該法人に対しては、高齢者医療制度に関し、①広域連合電算処理シス

テムの統一的な保守管理や改修、②診療報酬の審査支払のためのレセプト

(次ページに続く)
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電算処理システムの統一的な保守管理や改修等に対し、国庫補助が行われ

ているが、これらは必要なものか。費用は妥当な水準にあるか。適切な効

果をあげているか:

(参考 )

:後期高齢者医療制度の円滑な運営に関する事業 (10.1億 円)補 助

○ 高齢者医療制度の導入に当たって、70歳から 74歳の者の自己負担引き

上げ (1割→ 2割)を凍結 したことに伴い、国に代わ り自己負担額の 1割

分を医療機関等へ支払うための基金を当該法人は保有 しているが、その管

理・運用は効率的に行われているか。

(参考)

70歳から74歳の者の自己負担額 (1割分)を国に代わり医療機関等へ支払うた

めの基金1, 862億円 (平成 20年度)を保有。平成27年 3月時点の残額は全

て国庫に返還。

《障害者自立支援関係事業≫

○ 当該法人に対しては、障害者自立支援制度に関し、給付費支払システム

の開発二維持管理等に対し、国庫補助が行われているが、これらは必要な

ものか。費用は妥当な水準にあるか。適切な効果をあげているか。

(参考 )

給付費支払システムに関する事業(疇諸自J綱湖迪 (10.1億 円)補 助

6



国民健康保険中央会 (国保中央会)の主な業務

市町村が主体
となつている
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国保中央会の主な業務

高額レセプト

の特別審査
全国決済

全国的な

システムの開発 その他
(国保連の支援など)

高額なレセプ トを

集中的に審査

各国保連間で診療
報酬などを相殺

各国保連が使用す

るシステムを開発

国民健康保険

審査支払

高額医療費の再保険
など

○ ○ ○

審査支払業務の支援

研修・調査研究

再保険事業

保健事業  など

高齢者医療
※市町村が設立 した

広域連合が主体

審査支払

高額医療費の再保険

など
○ ○

審査支払業務の支援
研修・調査研究

など

介護保険 審査支払など
矛

左
○ ○

審査支払業務の支援
研修 :調査研究

など

障害者自立
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支払など

／

／

左
○

シ＼

支払業務の支援

検討会・説明会

など
/＼    | /＼

で又

関を受診 した り、介護サー ビス

などを受けても、居住地と同 じ
・ように、窓口負担のみでサー ビ

ど
を受けることが可能に   ノ

覆≡菖統
事務の効率化・平準化

システム開発費の合理化



評価シート

仕分 け人名 (           )

法人名 |           (社 )国民健康保険中央会

「
T記 載 要 嶺 丁

~~~~~一
一 一 一 一 ― ― 一 ― ― 一 一 一 ― 一 ― ― ― ―

… …

1 体恥足3談1青8話題撃需諄垢彙ビじ万しデ合響員を素璽+雷議:

1~①壺登上車業 (レセプト審査体制の向上の推進に関する事業等 (補助))

□ 改革案では不十分

※左記の事務・事業をどのように扱うか
チエツク願います。

□①事業そのものを廃止
□②事業の効率性を高めた上で、補助を廃止し、国で直接実施
□③事業の効率性を高めた上で、補助を廃止し、自治体へ事業

を移管し実施
□④事業の効率性を高めた上で、他の民間法人へ補助を行い実施
□⑤法人へ補助を継続するが、更なる見直しが必要 (実施方法

の見直し・補助金の削減など)

2.組織 口運営

□ 改革案が妥当

(具体的な更なる見直 し内容等を記述願います)



1-②事務・事業 (介誰保険制度における介誇報Dllの審杏す払等に関する事業
`補

助)評価シート

□改革案では不十分

□ 改革案が妥当

(具体的な更なる見直 し内容等を います)

1-③事務・事業 (障害者自立支援給付支払等システムに関する菫業
`枯

助)〕

□改革案では不十分

※ 左記の事務・事業をどのように扱うか
チエック願います。

□①事業そのものを廃止
□②事業の効率性を高めた上で、補助を廃止し、国で直接実施
□③事業の効率性を高めた上で、補助を廃止し、自治体へ事業

を移管し実施
□④事業の効率性を高めた上で、他の民間法人べ補助を行い実施
□⑤法人へ補助を継続するが、更なる見直しが必要 (実施方法

の見直し・補助金の削減など)

※ 左記の事務・事業をどのように扱うか
チェック願います。

□①事業そのものを廃止
一 □②事業の効率性を高めた上で、補助を廃止し、国で直接実施

補助を廃止し、自治体へ事業□③事業の効率性を高めた上で、
を移管し実施

□④事業の効率性を高めた上で、他の民間法人へ補助を行い実施
□⑤法人へ補助を継続するが、更なる見直しが必要 (実施方法

の見直し口補助金の削減など)

□改革案が妥当

(具体的な更なる見直し内容等を記述願います)



1-④事務・事業 (後期高齢者医療制度の円滑な揮営 L関す る事業 (補助))

□ 改革案では不十分

□ 改革案が妥当

(具体的な更なる見直 し内容等を記述願います )

管理分析システムに関する事業 (委託))

□ 改革案では不十分

※ 左記の事務・事業をどのように扱うか
チエック願います。

□①事業そのものを廃止
□②事業の効率性を高めた上で、委託を廃止し、国で直接実施
□③事業の効率性を高めた上で、委託を廃止し、自治体へ事業

を移管し実施
□④事業の効率性を高めた上で、他の民間法人へ委託を行い実施
□⑤法人へ委託を継続するが、更なる見直しが必要 (実施方法

の見直し口委託費の削減など)

※ 左記の事務・事業をどのように扱うか
チエック願います。

□①事業そのものを廃止
□②事業の効率性を高めた上で、補助を廃止し、国で直接実施
□③事業の効率性を高めた上で、補助を廃止し、自治体へ事業

を移管し実施
□④事業の効率性を高めた上で、他の民間法人へ補助を行い実施
□⑤法人へ補助を継続するが、更なる見直しが必要 (実施方法

の見直し口補助金の削減など)

□ 改革案が妥当

(具体的な更なる見直 し内容等を記述願います )

評価シート



評{面シート
・  2 組織・運営体制 ※ 国家公務員の再就職状況、管理費、余剰資産など補助・委託・

指定等事業を行 うにあたっての組織・運営体制の妥当性につい
て、チエック願います。

□ 改革案では不十分

□ 改革案が妥当

(具体的な更なる見直 し内容等を記述願います )
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(財)介護労働安定センターについて
≪事務・事業説明資料≫



法人概要

≪基礎データ≫ 【22年度】 【鰺考)21年度】 ≪組織体制≫      1襲 鋳嘉舘

(全体 ) 12%

本部
2部5課
(40A)

うち管理部門
1部 2課 (14人 )

35%

支部
47支部{所 )

(274A)
うち管理部門

24人
9%

:

:

* 職員296人の内訳は正規職員97人 (う ちOB43人 )、 非正規職員199人

(う ちOB 9人)と なつている。
* 役職員数は平成22年 4月 1日現在、予算額は平成22年度の数値、うち
国家公務員出身者についてはそれぞれの年度の4月 1日現在、うち国か
らの財政支出についてはそれぞれの年度の数値

≪主な事務・事業≫

1事務11事業
: 22予算

うち国からの
財政支出

12.2億円 12.2億 円

11.6億円 11.6億 円

6.6億円 0

常勤1人

非常勤12人
常勤1人

非常勤2人
常勤1人

非常勤2人

296人

〔儡 員18人 〕
常勤52人
非常勤0人

常勤82人
非常勤1人

30億円 24億円 30億円
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(財}介護労働安定センターの主な業務と実績

1.雇用安定事業

一方、労働環境が厳しいことなどから安定的な人材の確
]門的な知識、相談援助のノウハウと実績がある(財)介

実施している。                .

整にした幅広い情報の収集・提供
謳を把握し、必要な情報の提供や相談援助を実施.

〉断士等)に委嘱して相談・助言を実施。
1師、看護師、臨床心理士等に委託して実施.

例をホ=ムページに掲載。

)雇用管理責任者講習を実施。

i金・労働時間等に関する実態調査を実施。

管理制度の導入又は見直しを行い、かつ、採用・募集、
部を助成。(上限額100万円)

長提供及び相談援助を121,604件実施。
しの。
,078事業所に対して実施。
人に対して実施.

クセス数は月約1万4千件。
して実施。
レンクタンク等において基礎資料として活用。

(1)概要

介護分野については、今後もニーズが一層増大すると見込まれる一方、労働環境が厳しいことなどから安定的な人材の確保・
定着が困難な状況が見られる。このような状況の中で、介護分野の専門的な知識、相談援助のノウハウと実績がある(財)介護
労働安定センターを通じて下記の介護労働に関する総合的な対策を実施している。                 .
① 雇用管理改善等援助事業

〔雇用管理に関する相談援助〕    ※関係機関との連携を密にした幅広い情報の収集・提供
・介護労働者の雇用管理の改善を進めるため、個々の事業所の課題を把握し、必要な情報の提供や相談援助を実施.

課題に応じて外部のコンサルタント(社会保険労務士、中小企業診断士等)に委嘱して相談・助言を実施。
介護事業所の従業員の心身の健康確保に関する専門相談は、医師、看護師、臨床心理士等に委託して実施.

・相談援助を通じてなされた雇用管理改善事例を収集し、約700事例をホ=ムページに掲載。
〔雇用管理責任者講習〕

・介護事業所の雇用管理責任者に対して、雇用管理全般についての雇用管理責任者講習を実施。
〔雇用管理実態調査〕       ‐

・雇用管理改善の基礎資料とすべく介護分野の雇用・就業状況や賃金・労働時間等に関する実態調査を実施。
② 介護雇用管理制度等導入奨励金の支給

介護関係事業主が、キャリアアップ、処遇改善のための各種人事管理制度の導入又は見直しを行い、かつ、採用・募集、 ・

健康管理等の雇用管理改善事業を実施した場合に、その費用の一部を助成。(上限額100万円)

(2)実績

① 雇用管理改善等援助事業
〔雇用管理に関する相談援助〕・介護事業所への訪間を含めて情報提供及び相談援助を121,604件実施。

このうち44i025件は訪間によるもの。
・外部コンサルタントによる相談を7,078事業所に対して実施。
・ヘルスカウンセリングを11,69フ人に対して実施.

・事例を掲載したホームページのアクセス数は月約1万4千件。
〔雇用管理責任者講習〕 雇用管理責任者講習を14,182人に対して実施。
〔雇用管理実態調査〕 調査結果は、行政機関、関係団体、大学、シンクタンク等において基礎資料として活用。

② 介護雇用管理制度等導入奨励金
・ 平成22年度は、約250件約2億円支給となる見込み。
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2.能力開発事業

(1)概要
① 介護職員基礎研修(500時間)(離転職者対象)【 19年度より実施】
・ 介護分野へ就職を希望する離転職者に対し、介護に従事する者が行う業務全般に関する専門的な知識及び
技術を習得させ、安定した就労を目指す。研修期間は約5ヶ月。
口講習受講中から介護福祉士等資格及び介護分野での実務経験を持つ介護能力開発アドバイザーによるきめ

細かな就職相談・介護に関する各種情報提。

② 研修コーディネート事業 (事業所ヨ在職者対象)【 21年度より実施】
・ 介護事業所担当者を対象に従業員のキャリア形成に係る効果的な研修計画策定等の相談や研修カリキュラ
ム・研修実施に関する各種助成制度等の情報提供を個別及びセミナー形式で実施.llB談業務は1時度より実施)

・ 在職者 (介護労働者)を対象に能力開発を推進するための個々に応じたキャリアプラン作成支援、キャリアアッ
プに効果的な研修等の相談及び情報提供を実施.llB談業務は1昨度より実施)

(2)実績

① 介護職員基礎研修(500時間)

・研修修了者の就職率は、19ん 21年度 86%以 上

② 研修コニディネート事業
・21年度の相談件数は 19年度の約2.2倍に増加。・
輩奪ワ季|]||;lillilil:::訪就縫ま,千謡腎手

18回/687人 56回 /2,145人

研修コーディネート事業実績①

14,172件 21,3417ト

コーディネート事業実績②

能力開発啓発セミナー

(従業員のキャリア形成に取り組みたい)
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資料2

介護労働安定センターの改革案について
《改革案説明資料≫



介護労働安定センターの改革案について

鋼菖織∬><Iツ
Tヒ

1.組織のスリム化

【うち本部職員】【うち本部職員】!~~~~~~~~―
―――――………………………………

40人  :
:

平成21年度 平成22年度 削減数

役員 3/12人中 3/13人中
国家公務員

｀ゝ

_OB関連
―

職 員 83/407人 中 52/314人中 ▲ 31

(※ リト常勤職員を含む )

▲本部職員3名 (新規 )

役員 :理事長・監事は現在公募中

22年度中に役員全員民間化

職員 :本部職員3名 削減

OB数は半数以下に減少

毛轟量≧鐘当墨董童≦量轟量塑【本i部口支部の移転を実施

(【賃借料等】 (移転前)4.0億 → (移転後)1.5億 )

・ 土地口建物の所有なし

≪削減額≫

平成21～ 22年度にかけて実施
(新規)

ヽ
―
―
―
ノ

3.国からの財政支出の削減

<平成23年度>
約22億円

介護雇用管理制度等導入奨励金の見直

その他経費(光熱費等)の削減

≪削減額》

▲2億円(新規 )<平成21年度>
約30億円

<平成22年度>
約24億円

:=1麒i攀畢 111・

国民に対するサービスの
低下を招かないよう配慮

ヽ
‥
―
―
―
―
ノ

主自るよこ施実る自

源
口
財

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ヽ

4.その他改革事項
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1.組織のスリム化

役職員数

<平成21年度> <平成22年度> <平成23年度>

▲92人
(削減率22%)

※いずれの年度も4月 1日 現在、0は国家公務員OB数

※平成21年度は非常勤職員で 1名欠員が発生していたもの

419(86)人
【役 員】12(3)

員】45(7)
員】362(76)

【本部職
【支部職

327(55)人
【役  員】13(3)
【本部職員】40(7)
【支部職員】274(45)

・本部職員3名 削減
00B数は半数以下

に減少

【今後の見直し策】

0公募制度の導入と徹底
<本部>
・理事長口監事…・現在公募中
・役員13名全員に民間人を登用予定

<支部>
支部長…・平成19年より公募を実施 (現在までで7支部実施済)→更なる徹底
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2.剰余資産などの売却

0土地・建物の所有はなし

0本部・支部の賃借料等の削減…・ 21年度2月から22年度6月 にかけて、本

部・支部事務所等の移転を実施

日本  部 :文京区大塚 → 荒川区町屋
・34支部 :青森、岩手、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、神奈川、

富山、石川、福島、山梨、長野、岐阜、静岡、二重、滋賀、兵庫、奈良、鳥取、

島根、岡山、山口、徳島、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

経費削減額

<移転前必要経費> <移転後必要経費> 経費削減額

▲2.5億約4.0億 1.5
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3.国からの財政支出の削減

<平成21年度> <平成22年度> <平成23年度>

30億円 24億円 削減効果

2億円

+α

: ▲6億円

:(削減率20%)

1今後の見直し策_J

0介護雇用管理制度等導入奨励金の見直し

0その他経費の削減→光熱費節約、両面印刷等

⇒ 2億円

⇒  ▲ α
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財 団 法 人 介 護 労 働 安 定 セ ン タ ー

(役 員 名 簿 )

平 成 22年 4月 1日 現 在

役  職 氏  名 略 歴 (出 身 省 庁 等 又 は 前 職 ) 就 任 年 月 日

(非 常 勤 )

会 長
(常 勤 )

理 事 長
(非 常 勤 )

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

(非 常 勤 )

監 事

監 事

樋 ロ

新 島

河 原

川 本

南 雲

田 中

対 馬

徳 野

深 尾

宮 武

安 岡

小 山 石

諏 訪

冨 雄

良 夫

四 良

裕 康

弘 行

雅 子

徳 昭

純 子

凱 子

円1

厚 子

義 春

佳

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 (株 )相 談 役

元 厚 生 労 働 省 職 業 能 力 開 発 局 長

UIセ ゛
ンセン同 盟 日 本 介 護 クラフトユニオン会 長

(社 )日 本 経 済 団 体 連 合 会 常 務 理 事

日 本 労 働 組 合 総 連 合 会 事 務 局 長

(社 )日 本 介 護 福 祉 士 会 名 誉 会 長 ・

(株 )シ・ヤハ
゜
ンケアサーヒ

゛
ス代 表 取 締 役 会 長

(社 )日 本 看 護 家 政 紹 介 事 業 協 会 副 会 長

ジ ャ ー ナ リ ス ト 元 埼 玉 短 期 大 学 教 授

目 白 大 学 生 涯 福 祉 研 究 科 兼 人 間 科 学 部 教 授

特 定 非 営 利 活 動 法 人 サホ ―゚トハウス年 輸 理 事 長

前 (株 )日 本 オ ー エ ー 研 究 所 参 与

〔元 大 蔵 省 主 計 局 付 〕

前 (社 )全 国 労 働 保 険 事 務 組 合 連 合 会 専 務 理 事

〔元 労 働 省 愛 知 労 働 基 準 局 長 〕

平 成 20年 7月 1日

平 成 20年 12月 26日

平 成 18年 7月 1日

平 成 20年 7月 l日

平 成 22年 4月 1日

平 成 18年 7月 1日

平 成 19年 7月 l日

平 成 21年 7月 1日

平 成 5年 7月 1日

平 成 !9年 7月 1日

平 成 19年 7月 1日

平 成 16年 7月 1日

平 成 19年 7月 1日
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収 支 計 算 書 総 括 表

平成 20年 4月 1日 から平成 21年 3月 31日まで

層用安定事業等

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

① 基本財産運用収入

② 会費収入

③ 政府交付金収入

④ 事業収入

⑤ 助成金収入

⑥ 雑収入

事業活動収入計

2.事業活動支出

① 事業費支出

② 助成金支出

0管理費支出

④ 返還金支出

事業活動支出計

事業活動収支差額

Ⅱ 投資活動収支の部

1.投資活動収入

① 特定資産取崩収入

投資活動収入FI

2.投資活動支出

① 特定資産政得支出

②敷金保肛金支出

投資活動支出計

投資活動収支差額

Ⅲ 財務活動収支の部

1.財務活動収入

財務活動収入計

2.財務活動支出

財務活動支出計

財務活動収支差額

当期収支差額

前期繰越収支差額

47,6441000

0

603,711,231

3,270,01

9,517,771 5,043,554

0

1,441,751,558

303,287,120

1,379,380,363
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殊

ハIL●

(単位 :円 )

科 目 一般勘定 口用,倉V■●個係鶴
41別

“

t
福祉共済
事業慟庭

傷害補償
事業勘定

内部取引消去 合 計

I資産の部

1.流動資壺

預貯金

書通預金

郵倶振替貯金

その他の貯金

未収金

仮払金

立替金

貯蔵品

流動資童合81

2固定資産

(1)基本財産

投資有ヽ 証券

基本財産合計

(2)特定資産

賃金不払事故補償金引当預金

i■m給付引当資産

特定資産合計

(3)その他の固定資産

車両運搬具

什器備品

減価償却尉 額 (△ )

求償権

敷金

保証金

その他の固定資麗合計

固定資産合計

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部

1.流動員債

未払金

前受金

瀬り金

仮受金

流動負債合81

2.固定負債

賃金不払事故補償金引当金

退職給付引当金

固定負債合l■

負 債 合 計

Ш 正味財産の部

1,指定正味財産

(う ち基本財董への充当額)

(う ち特定財産への充当額)

2.一般正味財産

(う ち基本財産への充当額)

(う ち特定財産への充当an)

正味財産合計

負僣及び正味財壺許

557,619,004

449,133,809

108,333,085

152,110

28,155,910

0

0

31 779 455

331,163,866

331,163,85G

113,807,504

83,801,219

30,000,286

11,445,000

40,217,603

11,318,439

28,899,124

17,017,961

0

1,喝 807,927

871417,323

16■ 238,404

15a110

28,155,910

0

28,46a960

51 770 455

637.554.369 331 163866 125 252.504 57.235.523 1.151.206 252

80.000.000

0

0

80,00● 0"
80 000 000 80 00'0"

0

3.031 900

0

140 520.600

117,266,403

n

0

117,266`03

148 652 50Ю

8 031 900 140.520.600 117 266.403 26'818.903

0

27,759,165

△ 2,028,339

0

55,114,700

6 01Xl

83,819,555

357,800,212

△ 330,910,730

1.589,259

A 922,029

60,000

0

83819.555

387,157,636

△ 333.861,098

60,000

55.114,70C

6 00C

11● 718037 727 2m 192_296 790

168 883 42G 251 238 637 117.093.633 538.115.696

806.437.796 582 402.493 243.246.137 57 235 523 1.689.321.948

51.119,283

628,720

11042,203

ロ

323.501,012

0

7.662,844

0

1,260,537

0

16,889,270

0

326,639

0

48,117,120

0

0

0

376,207,471

628,720

73,711,437

0

52790206 331.163.85G 18 149 807 48.443.759 460 547.628

0

8.031.900

0

140 520.6110

117,266.403

0

0

117,266,403

140 552 500

8.031.900 140.520.600 117 266 403 265.818.903

60.822 10G 471.684.45G 135.416.210 48 443 759 716 366 531

745.615,689

180,lll10,000b

110,718,037 107,829,927 8,791,764 972,955,417

αL 0011,000

0

745.61ま 689 110.718.037 107.829 927 8.791.764 972 955 417

806.437 795 582.402.493 243.246.137 57 235.523 1.689.321.948

平成 21年 3月 末 日迄
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正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
平成 21年 3月 末 日迄

I一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

(1)経常収益

①基本財産運用益

②受取会費

0事業収益

④政府交付金

⑤助成金

⑥雑収益

経常収益計

(2)経常費用

O図書刊行等事業費

②保険事業費

③職業鮮習等事業費

④情IR収集・提供事業費

⑤″ギン・,ム事業費

⑥介饉事業者等支援事業費

⑦就職支援事業費

O雇用管理改善等援助事業費

◎介饉労働者能力IR発事業費

⑩介眼労働者需l.9-ヒ・ス事業費

OA材確保筆支援助成金事業費

⑫人材確保尊支援助威金

⑬介饉労働者福祉事業費

⑭支払保険料

⑮集金事務助成金事業費

⑩賃金不払輸 金

⑫役職員給与

①退職綸付費用

①管理諸費

④減価償却費

・返還金

経常費用針

当期経常増減額

2経常外増減の部

(1)経常外収益 ‐

経常外収益計

(2)経常外費用

O固定費産除却損

経常外費用計

当期経常外jl減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財童期首残高

一般正味財産期赫

Ⅱ指定正味財産増減の部

当翔指定正味財産増減額

指定正kll産期首残高

指定正味財産翔末残高

1,010,000

3,27Q018,

l,04Q

47,644,

618.272,

3,270.018,

163,744,

17● 854,

4386,

2915,

52,879,

2,967,

82,396,91

1,043,542,

34,352,

298,897:

43,4691

163,744,

176,854

4,38Q

2,91■

52,87■

2,967,

468,964,

932,G61,

37,867,

180,66ム 731

1,065,886,0

303,471,794

-3-



一
一

財口法人介護労働安定センタT
【保有資産 (土地等)】

保有資産 (土地・建物):な し

(平成22年 4月 1日現在)

※ 本部 :支部 (所)と も事務所については、不動産会社から賃借。

-1-



(財)介■労働安定センターヘの支出状況 (平成 20年度決算額)

【総括表】 早ヽ 世 :†間 ノ

支出省庁

国からの支出合計金額 独法からの支出合計金額

合計
うち

補助金等(① )

うち
契約(② )

うち
契約(③ )

うち
契約以外(④ )

厚生労働省 3,270,018 3,270,018 0 0 0 3,270,018

【内訳】
(単位 :

支出省庁 予算の (目 )名 称 会計区分 交付決定額

厚生労働省 介護労働者雇用改善援助事業等交付金 労働保険特別会計雇用勘定 3,270,018



【総括表】

(財)介護労働安定センターヘの支出状況 (平成 21年度執行額)

※平成21年度執行額とは平成21年度第3・ 四半期(4月 1日 ～12月 31日 )までの交付決定額及び契約額

【内訳】

早ヽ 世 :† 間 ノ

支出省庁

国からの支出合計金額 独法からの支出合計金額

合計
うち

補助金等(① )

うち
契約(②)_

うち
契約(③ )

うち
契約以外(④ )

厚生労働省 3,045,962 31045,962 0 0 0 3,045,962

らの補助金等 に

支出省庁 予算の (目 )名 称 会計区分 交付決定額

厚生労働省 介護労働者雇用改善援助事業等交付金 労働保険特別会計雇用勘定 3,045,962



|



主要な 占
小

諮酬

省内事業仕分け室作成資料
|

① 当該法人が指定法人として実施している雇
用管理改善等のための雇用安定事業は介護労
働者の雇用管理の改善に十分な効果をあげて
いるか。

(参考)主な事業の実績

19年度 20年度 21年度

雇用管理相談援助 (介護労働
サービスインス トラクター)

114,568件 140,134イ牛 121,604件

介護雇用管理助成金の支給

(平成 20年度まで)

1,774件

1億 954万 円

1,804イ牛

1億 2231万円

一　

　

一

介護雇用管理制度等導入奨励

金 (平成 21年度創設 )

一
　

一

一
　

一

83件

6855万 円

② 介護労働者能力開発事業 (介護職員基礎研
修)については、民間企業や地方自治体、他
法人に任せればよいのではないか。
(参考 1)

介護センターの介護職員基礎研修実施状況

19年度 実績  687人 (計画 720人)就 職率 83.0%

20年度 実績 2]145人 (計画 2,240人 )就 職率 84.9%

(参考 2)

介護職員基礎研修の指定済み事業者数

284事業者 (都道府県知事指定、H21.10.1現在)

介護職員基礎研修修了者数   4,067人 (20年度修了者数)



内事業仕分け室作成資

≪共通事項 (全法人)≫

○ 当該法人の事務・事業に対する補助金等の国からの財政支出が適正な額

であるか。事務・事業の実施に当たつて冗費 (ムダ)はないか。

O 当該法人の組織は、当該法人の事務 口事業を実施するために適切かつ効

率的な体制であるか。とくに、管理部門の体制は過大となつていないかし
:

(参考)

常勤役員に占める国家公務員出身者 :1/1

職員に占める国家公務員出身者 :52/314
(本部  フ/40、 支部 (所) 45/274)

管理部門の職員数 (割合):本部 14人 (35%)、 支部 (所)24人 (9%)

○ 不必要な余剰資産などを抱えていないか。内部留保、積立金が過剰では

ないか。

(参考)【資産の状況】20年度決算                    (億 円)

現預金

(流動資産)

有価証券
固定資産

(土地・建物等)

積立金・

引当金等
その他 計

11.5 0. 8 1.9(*) 2. 7 0 16.9

内部留保率 :21%

※基本財産 :8, 000万円

*自動車、什器等

(次ベージヘ続く)
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内事業仕分け室作成資

≪雇用安定事業≫

○ 当該法人が指定法人として実施している雇用管理改善等のための雇用

安定事業は介護労働者の雇用管理の改善に十分な効果をあげているか。

(参考1)介護分野の雇用関係指標等

・ 有効求人倍率 (21年度)        :介 護関係職種 1.33倍
雌 計     0. 45倍

・ 離職率 (20年度)           :介 護関係職種 18.7%
全産業    14.6%

・ 決まつて支給する現金給与額 (21年度) :ホ ームヘルパー 202.5千 円

福祉施設介護員 213 9千 円

職種計     3181 1千 円

・ 介護職員処遇改善交付金 (平成 21年 10月 創設)

:1人あたり月額平均1.5万円

(参考2)主な事業の実績

19年度 20年度 21年度

雇用管理相談援助 (介護労働サービスイ

ンストラタター)    (実 施件数)
114,568 140,134 121,604

雇用管理 コンサル タン トによる相談

(対象事業所数)
334 761 7,078

ヘルスカウンセラー (医師等専門家)に
よる健康確保に関する相談 (対象者数)

1,444 7,237 11,697

雇用管理責任者講習   (実 施回数)

(受講者数)

489

12,895

473

11,671

460

14,182

介護雇用管理助成金の支給   (件数)

(平成 20年度まで)    (万 円)

1,774

10,954

1,804

12,231

介護雇用管理制度等導入奨励金 (件数)

(平成 21年度創設)     (万 円)

一　

　

一

一　

　

一

83

6855

3

(次ページヘ続く)



内事業仕分け室作成資

○ 当該法人が助成金事業を行う必要性はあるか。例えば都道府県や労働局

が行えばよいのではないか。

(参考)介護事業主に対するその他の助成措置

概   要 額 実施主体

介護未経験者確保等

助成金

介護関係業務未経験者を雇

い入れた事業主への助成

雇入れ1人につき、25万円

(年長フリーター等について
は50万円)を 6ヶ 月ごとに

支給 (1年 )

労働局

介護労働者設備等整

備モデル奨励金

介護福祉機器の導入・運用に

より、介護労働者の身体的負

担の軽減・腰痛予防を促進す

るための事業主への助成

介護福祉機器の導入費用の 1

/2(上限300万円)

労働局

介護基盤人材確保等

助成金

介護分野における新サービ

スの提供等に伴い、雇用管理

改善に関連する業務を担う

人材として社会福祉士・介護

福祉士等を雇い入れた事業

主への助成

1人につき70万円を上限 労働局

介護職員処遇改善交

付金

介護職員の処遇改善に取 り

組む事業主への交付

介護職員 (常勤換算)1人あ

たり月額平均1 5万円

都道府県

《能力開発事業》

○ 介護労働者能力開発事業 (介護職員基礎研修)については、民間企業や

地方自治体、他法人に任せればよいのではないか。

(参考 1)

介護センターの介護職員基礎研修(500時間)実施状況

19年度 実績  687人 (計画 720人) 就職率 83.0%
20年度 実績 2,145人 (計画 2,240人)就 職率 84.9%

(参考 2)

介護職員基礎研修の指定済み事業者数

284事業者 (都道府県知事指定、H21.10.1現在)

介護職員基礎研修修了者数   41067人 (20年度修了者数)

※参考 1は介護職員基礎研修 (500時間)の数値であり、参考 2は介護職員基礎研修 (60

時間～500時間コース)の合計数)

4

(次ページヘ続く)



≪その他≫  ■

0 当該法人への国等からの契約は適正なものとなっているか。

必要最低限となつているか。

(参考)平成 20年度会計における当該法人への「契約」による支出状況

O 自主財源をもっと確保すべきではないか。

(参考)自 己収入とその推移

内事業仕分け室作成

随意契約は

(万円)

契約内容 (支出元) 委託額 (万円) 契約形態の別

介護関係講習受託

((独)雇用・能力開発機構 )

11,680 企画競争

書籍購入 (国 ) 3 随意契約

18年度 19年度 20年度

基本財産の運用収入 104 104 104

会費収入 5,296 5,163 4,764

図書刊行収入 31,931 22,724 22,051

職業講習収入 41,895 37,565 31,708

介護事業者等支援事業収入 3,341 5,624 6,613

雑収入 146 413
Ａ
υ

計 82,713 71,593 65,301



内事業仕分け室まと

最近の介護労働安定センターに関する省外からの指摘事項など

(資料)

① 日本経済新聞記事 (平成21年 10月 12日 )・
00・ 口・・・・・ 1
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一

評価シート

仕分け人名 (           )

法人名 |          (財 )介護労働安定セ ンター

1-①事務 。事業 (雇用安定事業 (交付金))
※左記の事務・事業をどのように扱うか

チェック願います。
□①事業そのものを廃止      t
□②事業の効率性を高めた上で、交付金を廃止し、国で直接実施
□③事業の効率性を高めた上で、交付金を廃止し、自治体へ事

業を移管し実施
□④事業の効率性を高めた上で、他の民間法人へ交付金を交付し実施
□⑤法人へ交付金の交付を継続するが、更なる見直しが必要

(実施方法の見直し。交付金の削減など)

【記載要領】

本日の改革案の説明や議論に基づいて、法人の 1.事務・事業、2.組織・運営
体制について、□欄にそれぞれチェックし、ご意見を記載下さい。

□改革案が妥当

(具体的な更なる見直 し内容等を記述願います )



1-②事務・事業 (能力開発事業 (交付金))                   評価シート

※左記の事務・事業をどのように扱うか
チエック願います。

―□②事業の効率性を高めた上で、交付金を廃止し、国で直接実施
□③事業の効率性を高めた上で、交付金を廃止し、自治体へ事

□改革案が妥当

業を移管し実施
□④事業の効率性を高めた上で、他の民間法人へ交付金を交付し実施
□⑤法人へ交付金の交付を継続するが、更なる見直しが必要

(実施方法の見直し・交付金の削減など)

(具体的な更なる見直 し内容等を記述願います )

2 組織 口運営体制 ※ 国家公務員の再就職状況、管理費、余剰資産など補助・委託・

指定等事業を行 うにあたっての組織・運営体制の妥当性につい
て、チェック願います。

□ 改革案では不十分

□ 改革案が妥当

(具体的な更なる見直 し内容等を記述願います)    ‐


